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ブナなどの立ち枯れが
進む丹沢山系の稜線付
近の写真。これも温暖化
の影響の一つです。 
写真提供：登坂 克男 

出典：全国地球温暖化防止活

動推進センター 

 
 
 

第１節 計画策定の背景 

１．地球温暖化問題 

今世紀最も重要な環境問題の一つと言われている地球温暖化問題は、私たちの日

常的な生活や事業活動と密接に関わっており、その解決のためには、必要以上に資

源やエネルギーを消費する今までのライフスタイルを見直し、環境への負荷が少な

く持続的な循環型社会への転換を図っていく必要がありま

す。 

２００７（平成１９）年２月に、ＩＰＣＣ（気候変動に

関する政府間パネル）第４次評価報告書第１作業部会報告

書が公表され、人為起源の温室効果ガスの増加が温暖化の

原因としてほぼ断定されるとともに、２０３０年までには、

社会シナリオによらず１０年当たりで０．２℃の気温上昇

が予測されています。 

具体的に温暖化が進むことにより砂漠化の進展や氷原・氷床

の減少などの直接的な影響のほか、食糧生産、海岸の浸食、生

物種の減少などにも一層深刻な影響がでてくるものと予想さ

れます。 

 

２．日本の動き 

１９９７（平成９）年１２月に京都市で開催された「気候変動に関する国際連合

枠組条約第３回締約国会議」（ＣＯＰ３）において、先進国における温室効果ガス

排出量の具体的な削減目標などの取り決めを定めた「京都議定書」が採択され、我

が国は、１９９０（平成２）年の温室効果ガス排出量を基準として、２００８（平

成２０）年から２０１２（平成２４）年までの第一約束期間内に６％削減すること

が国際的公約になりました。その後、発効要件が満たされたことを受け、２００５

（平成１７）年２月、京都議定書は正式に発効し、同年４月に、我が国の地球温暖

化対策の推進に関する基本的方向性を示した「京都議定書目標達成計画」が閣議決

定されたところです。 

また、２００８（平成２０）年７月７日から９日に開催された北海道洞爺湖サミ

ットでも地球温暖化対策が主要テーマとして取り上げられ、「エネルギー安全保障

と気候変動に関する主要経済国首脳会合宣言」が出されました。宣言では主要経済

国の指導的役割を自覚し、気候変動と相互に関連するエネルギー及び食料安全保障

と人類の保健を含む持続可能な開発に向けた取り組みを、主要経済国が引き続き協

力していくことが宣言されました。 

また２０５０年までに温室効果ガス排出量を半減させる長期目標については、主

要経済国を中心に温室効果ガスの５０％削減目標を国連気候変動枠組条約(UNFCCC)

のすべての締約国と共有、検討し、採択していくことを求めるとしています。 

 

第１章  基 本 事 項 
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３．地球温暖化のメカニズム 

地球の表面は窒素や酸素など

の大気で覆われ、その中には「温

室効果ガス」とされる気体も含ま

れています。地球は太陽から届い

た熱によって暖められ、夜になる

と蓄えられた熱が宇宙に放出さ

れて気温が下がります。 

この際、地球の気温が下がり過

ぎないように熱を程よく吸収し

て地表に止めているのがこの温

室効果ガスです。これによって、

地球の平均気温は１５度前後に

保たれています。 

逆に、大気中の温室効果ガスが

まったくなければ地球の平均気温は 

-18度にまで下がり、生き物が地球上で暮らしていくことは出来ません。そのため、

温室効果ガスは地球にとってとても大切な気体なのです。 

近年、温室効果ガスは必要以上に増加しています。増加した温室効果ガスがより

多くの熱を吸収、地球に放出するようになり気温が上がってしまったのです。こう

して、地球の気温が少しずつ上昇していくことを、「地球温暖化」といいます。過

去 100 年間で地球の平均気温は 0.6 度上昇しました。 

 

第２節 計画の目的 

１．計画の目的 

  本実行計画は地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条及び京都議定書目標

達成計画に基づき、地方公共団体の温室効果ガス排出抑制に関する実行計画を策定

することにより、行政として先導的、模範的な役割を果たし、自らが消費者として

環境への負荷の低減を図ります。また、職員一人ひとりの温暖化を始めとする環境

問題への意識向上を図り、更には地域社会へ地球温暖化対策を始めとする環境問題

の情報提供や啓蒙・啓発を推進していきます。 

 

２．計画の位置付け 

本計画は、町が一事業者の立場から取組んでいく地球温暖化防止を中心とした環

境保全に対する率先行動計画であり、「地球温暖化対策推進に関する法律」第２１

条に基づく、「都道府県及び市町村の事務・事業に関する実行計画」として位置づ

けるものです。 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 
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第３節 計画の期間 

  計画期間は、２００８（平成２０）年度から２０１２（平成２４）年度までの５

年間とし、計画期間内には進行状況等を踏まえ、適時、見直しを行います。 

  計画に掲げる数値目標は、２００７（平成１９）年度を基準年度とします。 

 

第４節 計画の範囲 

  本実行計画は「和寒町の事務・事業」を対象とし、〈表：１〉に示す施設と公用

車を対象とします。 
表：１ 和寒町における事務・事業の範囲 

担 当 課 対   象   施   設 公用車 

総 務 課 
ひだまり、役場庁舎（町民ｾﾝﾀｰ含む）、役場車庫、産

業会館 

普通乗用車１台、小型貨

物車１台、軽貨物車１台

建 設 課 
防雪生活圏ﾓﾃﾞﾙｻﾌﾞｾﾝﾀｰ、三和浄水場、簡水取水ﾎﾟﾝﾌﾟ

場（塩狩）、簡水前処理施設（東丘）、簡水送水ﾎﾟﾝﾌﾟ

場（三笠）、下水道終末処理場 

普通乗用車３台、バス５

台 

産業振興課 

農業活性化ｾﾝﾀｰ（農想塾）、農産加工ｾﾝﾀｰ、三和牧場、

ﾊﾞｰｸ粉砕施設、ｲﾍﾞﾝﾄ格納庫、塩狩峠記念館、南丘森林

公園、三笠ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾄｲﾚ、三笠山自然公園（ｷｬﾝﾌﾟ場、ﾊﾞ

ﾝｶﾞﾛｰ、子供の国含む）、ｻｰｷｯﾄ場、土地改良事業所 

普通乗用車１台、小型乗

用車１台、小型貨物車２

台、軽貨物車２台 

農業委員会 農村生活体験宿泊施設  

住 民 課 
生ごみ処理場、中和墓地公衆ﾄｲﾚ、西町公衆便所、葬斎

場、葬斎場待合棟、ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀ-、保養ｾﾝﾀｰ、松岡墓地公

衆ﾄｲﾚ、一般廃棄物最終埋立処分場 

小型貨物車１台 

保健福祉課 
生きがいｾﾝﾀｰ、高齢者共同福祉住宅、ひまわり保育所、

保健福祉ｾﾝﾀｰ、三笠児童館、和寒保育所、中和児童館、

老人憩いの家、東和老人憩いの家、三和老人保健ｾﾝﾀｰ 

普通乗用車１台、軽乗用

車２台、軽貨物車１台 

教育委員会 

和寒小学校、旧中和小学校、中和地域体育館、旧三和

小学校、和寒中学校、西和地域体育館、第２郷土資料

館、大成地域体育館、北原交流展示館、北原地域体育

館、公民館、図書館、東山スキー場、青少年会館、三

笠ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場、町民プール、総合運動公園（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、

ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場、野球場含む）、総合体育館、研修館 楡、

片栗庵 

普通乗用車２台、軽貨物

車２台、小型貨物車１台、

バス１台 

町 立 病 院 町立病院 普通乗用車１台 

消 防 西町消防庁舎、中和消防会館  

特 別 養 護 
老人ホーム 

芳生苑、ディサービスセンター 

普通乗用車（特殊）２台、

軽乗用車（特殊）２台、

バス１台 

       合計  ６６施設    ３４台 

※実行計画策定後に新設・増設される施設等については、対象施設とするか適時検討

していきます。 

※消防は町民の安全に直結する業務であることから、公用車の活動量の削減目標から

除外します。 
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第５節 温室効果ガスについて 

１．温室効果ガスの種類 

  本実行計画の対象となる温室効果ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律第

２条第３項において、〈表：２〉に示す６種類のガスとされています。 

２００１（平成１３）年に発表されたＩＰＣＣ第３次評価報告書によれば、温室

効果ガス別の地球温暖化への寄与は、二酸化炭素６０％、メタン２０％、一酸化二

窒素６％、オゾン層破壊物質でもあるフロン類(CFCs、HCFCs)とハロン１４％、そ

の他(HFCs、PFCs、SF6 など)０．５％以下となっています。つまり、石油や石炭な

ど化石燃料の燃焼などによって排出される二酸化炭素が最大の温暖化の原因と言

えます。 

 

表：２ 温室効果ガス 

ガスの種類 発   生   源 主な対策 

二酸化炭素 

（ＣＯ２） 

エネルギー起源ＣＯ２として産業、民

生、運輸部門などにおける燃料の燃焼

に伴うものが全温室効果ガスの９割

程度を占め、温暖化の影響が大きい。

また、非エネルギー起源ＣＯ２として

は、セメント製造や生石灰製造などの

工業プロセスから主に発生する 

エネルギー利用

効率の向上やラ

イフスタイルの

見直しなど 

メタン 

（ＣＨ４） 

稲作、家畜の腸内発酵などの農業部門

から出るものが半分以上を占め、廃棄

物の埋め立てからも２～３割を占め

る 

埋立量の削減な

ど 

一酸化二窒素 

（Ｎ２Ｏ） 

燃料の燃焼に伴うものや農業部門か

らの排出がそれぞれ３～４割を占め

る 

高温燃焼、触媒

の改良など 

ハイドロフルオロカーボン類 

（ＨＦＣ） 

エアゾール製品の噴射剤、カーエアコ

ンや断熱発泡剤などに使用 

回収・再利用・

破壊の推進、代

替物質・技術へ

の転換 

パーフルオロカーボン類 

（ＰＦＣ） 

半導体等製造用や電子部品などの不

活性液体などとして使用 

製造プロセスで

の回収等や、代

替物質・技術へ

の転換 

六フッ化硫黄 

（ＳＦ６） 

変電設備に封入される電気絶縁ガス

や半導体等製造用などとして使用 

回収、再利用、

破壊や代替物

質・技術への転

換 
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２．温室効果ガス排出量の算定 
  温室効果ガスの排出量は、活動量（使用量等）に排出係数と地球温暖化係数〈表：

３〉を乗じて算定します。 

 

  排出係数とは？ 

  ＩＰＣＣがガイドラインとして定めているもので、ガイドラインの中では、「排

出係数」の標準的な値を示していますが、日本では排出実態にあった係数を用いて

います。係数の値は「温室効果ガス排出量算定方法検討会」で見直されています。 

 

  地球温暖化係数とは？ 

各温室効果ガスの地球温暖化をもたらす効果の程度を、二酸化炭素を「１」とし

た場合に当該効果に対する比で表したものです。 

     

 

 

表：３ 排出係数と地球温暖化係数（主なもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動量 × 排出係数 × 地球温暖化係数 ＝ 温室効果ガス排出量 

温室効果ガス 排出係数
地球温暖
化係数

2.32kg-CO2

2.49kg-CO2

2.62kg-CO2

2.71kg-CO2

3.00kg-CO2

ｋＷｈ 0.555kg-CO2

乗用車・軽乗用車 0.000010kg-CH4

小型貨物車 0.000015kg-CH4

軽貨物車 0.000011kg-CH4

普通貨物車・特殊用途車・バス 0.000035kg-CH4

乗用車 0.0000020kg-CH4

小型貨物車 0.0000076kg-CH4

普通貨物車 0.000015kg-CH4

特殊用途車 0.000013kg-CH4

バス 0.000017kg-CH4

0.00088kg-CH4

0.049kg-CH4

食物 143kg-CH4

紙 138kg-CH4

繊維 149kg-CH4

木 138kg-CH4

乗用車 0.000029kg-N2O

小型貨物車 0.000029kg-N2O

軽乗用車・軽貨物車 0.000022kg-N2O

普通貨物車 0.000039kg-N2O

小型貨物車 0.000026kg-N2O

特殊用途車 0.000035kg-N2O

バス 0.000041kg-N2O

普通貨物車 0.000014kg-N2O

小型貨物車 0.000009kg-N2O

特殊用途車 0.000025kg-N2O

バス 0.000025kg-N2O

0.00016kg-N2O

0.00096kg-N2O

0.022kg-N2O

ハイドロフルオロ
カーボン類
（ＨＦＣ）

台数 台 0.015kg-HFC 1,300

走行距離

処理量

カーエアコン使用に伴うもの

Ｌ

ｋｍ

ｋｇ

ｋｍ

ｋｇ

二酸化炭素
（ＣＯ２）

メタン
（ＣＨ４）

一酸化二窒素
（Ｎ２Ｏ）

廃棄物の埋
立

使用量

走行距離

自
動
車
の
走
行
に
伴
う
も
の

ガ
ソ
リ
ン

310

軽
油

下水処理

し尿処理

浄化槽によるし尿及び雑排水処理に伴うもの

処理量

自
動
車
の
走
行
に

伴
う
も
の

ガ
ソ
リ
ン

21

軽
油

下水処理

し尿処理

項　　　　　目

ガソリン

1

灯油

軽油

Ａ重油

液化石油ガス（LPG）

電気

活動量


